
大阪川床「北浜テラス」
平成３０・令和１・２年度

2018～2020年度
実施報告

占用者：北浜水辺協議会

令和３年１月２７日大阪府河川水辺の賑わいづくり審議会資料
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現在（H30～R2）の取組状況、今後の取組計画 整理表

確認項目 現在（H30～R2）の取組状況、今後の取組計画

①地域活性化に資する川
を生かしたまちづくりのため
の利用となっているか

• 2009年常設開始から10年が経過し、15川床が設置され、水辺の日常の風景が形成されてい

る。証券街であった北浜エリアのイメージが一新され、対岸の中之島公園や南側の北浜エリ
アとの回遊性が生まれている。

• 地域貢献のため水辺空間の全体清掃活動をH30～R2年度の間４回実施。

• テラスと大阪水の回廊の拠点を直接舟運で結ぶ、キタハマミズムのハード設置、運用の準備
を進めている。

②水辺の賑わいにつながる
提案内容となっているか、
集客性はあるか

• 利用者数は平成30年度20万人から令和元年度16.5万人に減少。平成30～令和２年度は川
床の増加はなし（計14店舗15川床+1川床新設工事中+1川床増築決定）。新設より入れ替わ

りによる新陳代謝のステージに入ってきた。入替期間は稼働せず、その影響で利用者が減
少している。

• 今後、各店舗のテラス利用者数や参画テラス数の増加を追うより、エリアのイメージを向上さ
せるイベントや情報発信の質を担保し継続していくことで、世界に誇る水都大阪の風景に貢
献する。

③水辺の賑わいのための
拠点施設として、連携・ネッ
トワーク等の交流や情報発
信は行えているか

• 各種取材や視察への対応、サイトやSNSの再構築による情報発信を行っている。
• 加盟店連携イベントの開催により、事業者間のつながりを構築している。

• 他拠点との舟運ネットワークのための「キタハマミズム」について、水上安全協会と運用ルー
ルがほぼ合意され、舟寄場の管理体制づくりを構築した。協議会として①船寄場②係留場へ
アクセスする階段を設計。①は制作・設置完了、②は設計・占用協議終了。工事調整中。

④提案内容の実現性はあ
るか

• キタハマミズムの係留場の設置、運営開始。（コロナの状況をみながら）
• 協議会の日常運営、クオリティコントロール、情報発信などは現体制で継続実施。
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北浜テラス 位置図
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組織運営

①協議会活動

総会（年1回 5月）

理事会（毎月1回）

各班会議（適宜）

デザイン部会（適宜）

川床新設説明・打合せ（申込時）

各プロジェクト協議（適宜開催）

→詳細は後述

4



テラスの設置・運営

②テラスの設置・運営

新規テラスオープン

（H30年度） 川床15軒、1川床入替り

・2018.9.13『Le Bleu』⇒石原ビル（『オリザ』跡）

（H31＆R1年度） 川床15軒、 3川床入替り
・ 2019.8 『Le Bleu』跡に『OPTIMUS cafe』
⇒ KITAHAMA BOAT HOUSE

・2019.11 『Fruit』跡に『Blue』⇒ビルマビル
・2020.1 『北浜倶楽部』跡に『IL Suono di Emilia』
⇒昭和興産ビル
・新規川床建設中⇒ハウザービル

（R2年度） 川床15軒、変化なし

https://www.lmaga.jp/

https://tabelog.com/

OPTIMUS cafe

Blue

IL Suono di Emilia
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テラス運営支援

③テラス運用支援
（H30年度）
・全川床の覚書の更新（H30.4.1～3年間）

（H31＆R1年度）
・不参加理事への対応

⇒理事会への参加について協議を行い改善
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キタハマミズム（新設護岸）

階段設置
（R1/2019年度）
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キタハマミズム・アクセス階段のデザイン
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北浜ミズム・アクセス階段のデザイン

船寄場
「＆ISLAND」前
北浜2丁目

係留場
「平和不動産ビル」前
北浜1丁目
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北浜ミズム・アクセス階段のデザイン

船寄場
「＆ISLAND」前
北浜2丁目

係留場
「平和不動産ビル」前
北浜1丁目
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キタハマミズム（新設護岸）

（H31＆R1年度）
・舟寄場・係留場運用スキーム
管理運営業務を山根エンタープライズ(株)に委託
舟寄場現地管理を(株)ディライト「＆ISLAND」に委託
・2020.3.27「川床開き」でキタハマミズムスタート！

その後、コロナのため試行を延期。
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舟寄場・係留場運用ルール（2020.3最新案）

舟寄場・係留場の使用条件
（1）使い方
■舟寄場の使い方
・この場所は、乗船者の乗降の場として利用する。
・日本文化会館ビルの店舗、＆ISLANDの店内・テラスを通ってアクセスする。
・＆ISLANDの店員がテラスから降りる階段のカギを管理し、利用するときのみ開錠し、誘導する。また、舟寄場にかけているチェーンの開錠も行う。

・この場所に一時係留することはできない。乗船者の乗降のみの接岸とし、早急に離岸すること。ただし、係船作業についてはロープで護岸と固定するなど
安全を十分に確保し、すべてにおいて自己責任で行うこと。ロープ取りは船長が責任をもって行う。
■係留場の使い方
・舟寄場を利用する、プレジャーボートの一時係留場として利用する。
（当初の約1年の検証期間後は、年間を通しての係留場としての利用も想定する。）
・北浜一丁目平和ビルの東側の通路・テラスを通ってアクセスする。
・乗船者は舟寄場で乗降し、運転手のみが係留場を利用する。一般乗船者の乗降はできない。
・係留場は当日内（当初は日をまたぐ利用は不可）を限度に係留できる。

（2）利用可能船舶（舟寄場・係留場共通）
■利用できる船舶
①動力船 ： モーターボート、機関付ヨット、旅客船、動力付きゴムボート 船長10mまで、2隻まで
※船舶検査を受け、船舶検査証書の交付を受けている船舶が対象
②非動力船 ： 手漕ぎボート、SUPなど
■利用できない船舶
水上オートバイ
※水上オートバイについては他の船舶から見えにくく衝突の危険が伴うことなどから使用できない。今後の航行安全ルールづくりに合わせて検討する。
★使用者登録をした者のみが使用できる。登録を示す紙（事務局より送付）を船に提示すること。
★本要項の注意事項等を守れない場合は登録を抹消することがある。

（3）利用可能期間・時間
★利用は事前に船舶登録の上、完全予約制とする
■舟寄場
・利用可能期間：12/28～1/4？？（要＆ISLAND確認）の年末年始を除く
・利用可能時間：11：00～22：00？？（要＆ISLAND確認）
■係留場
・利用可能期間：？（要平和不動産確認）
・利用可能時間：？（要平和不動産確認） 係留時間は当日内（当初は日をまたぐ利用は不可）
★舟寄場・係留場ともに、予約は前日17：00？？まで受付ける。
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舟寄場・係留場運用ルール

（4）利用料
■船舶登録料
・無料
■舟寄場
・1回接岸につき、2,000円
■係留場
・係留 １時間3,000円（船長10mまで）（未定）

（5）利用時の注意事項
■使用者の自己責任の徹底
・舟寄場・係留場・護岸損傷は原状復旧の義務を使用者が負う

・引き波等による船体損傷、衝突、盗難、漂流、座礁などは、すべて使用者の責任において処理し、北浜水辺協議会、舟寄場・係留場の所有者や施設管
理者、通行船舶などに対して一切の損害賠償をしない
⇒申込時に誓約書として署名捺印

■舟寄場
①乗降のみの接岸とし、乗降終了後速やかに離岸すること
②乗降時の船舶と護岸との固定は、ロープで確実に行い、自己責任において安全性を十分に確保する
③乗船者の乗降の転落防止に最大限の注意をはかる
④定期旅客船や作業船の引き波を受けると大きく揺れるため、あらかじめ航行時間をさけて乗降する
※定期船の舟寄場前の航行時間の情報の共有方法は今後要検討
大阪水上バスによる通行時間の提供、北浜水辺協議会による予約状況の提供

・利用可能時間：11：00～22：00？？（要＆ISLAND確認）
■係留場
①自己責任で一切の船の管理を行う
（自らの船を引き波の衝撃から守る、護岸を傷つけないよう緩衝材を自ら準備・徹底する、防犯対策をするなど）

定期旅客船や作業船などの引き波が大きく、護岸と船が接触して船が破損する恐れがあるので、自らの責任でフェンダー等により船舶を保護すること。北
浜水辺協議や運航船舶は責任を負わない。
②船長の船から護岸までの乗降は据え付けのはしごで行う、安全は自らの責任で確保する
③定められた位置にて係留
④護岸部での係留の場合、干満（1.5～2ｍ）を考慮してロープ長を定める（要注意）

⑤係留場までの通路は通常施錠されているので、予約の係留開始時間及び終了時間を厳守し、平和不動産の担当者や警備担当と連絡をとり、開錠しアク
セスする
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舟寄場・係留場運用ルール

■北浜水辺協議会にて実施する事項
・舟寄場にチェーンをかけ、「許可舟以外使用不可」の表示
・夜間航行する船舶への障害物警告の表示（点滅灯を設置）
・監視カメラでの監視

３．不法係留対策、緊急時対策
（1）予防策
■大雨・洪水・暴風・津波・高潮の警報、または注意報の発令時
・利用ができない旨をあらかじめ明記する？
⇒既存船着場の対応を参考に

■不法係留
・当初は夜を超える係留は認めない
・日中は店舗のスタッフが監視し、不法係留を発見したら速やかに対応
⇒大音量警報ブザーなど、何か効果のあるサインや工夫がないか？？既存船着場の対応を参考に
・夜は監視カメラによる監視

（2）不測の事態が起こった時の対応
■大雨・洪水・暴風・津波・高潮の警報、または注意報の発令時

・大雨・洪水・暴風・津波・高潮の警報、または注意報の発令時には、北浜水辺協議会事務局から船着場使用者に対応策を連絡するので、速やかに対応
（船着場から船を移動させる等）すること
連絡がつかなかった場合、北浜水辺協議会および舟寄場担当者では船の責任は負わない
・その他 北浜水辺協議会の指示に従う
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北浜ミズム・運用スキーム

■運用スキーム

 
係留場 

 

舟寄場 

河川管理者（西大阪治水事務所） 

ハード整備者 

（都市魅力創造局） 

ハード整備者 

（都市魅力創造局） 

水面 

（同左） 

舟寄場・係留場管理者（北浜水辺協議会）／担当：山根エンタープライズ㈱ 

※階段設置、船舶登録、予約受付、プロモーション 

舟寄場管理担当者 

（＆ISLAND） 

係留場管理担当者 

（平和不動産） 

船舶所有者、利用者 

大阪水上安全協会 

定期航路事業者 

（大阪水上バス） 

占用 占用 占用 

協定 協定 協定 

連携 

連携 

占用 

（階段） 
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水辺の新たな風物詩

⑤北浜河川敷清掃
（H30年度）
2018.10.17 午前8時～10時 北浜1・2丁目エリア 参加17名

2019.3.25 午前8時～10時 北浜1・2丁目エリア 参加9名

（H31＆R1年度）
2019.10.21 午前8時～9時 北浜1・2丁目エリア 参加15名
（R2年度）
2020.8.20 午前8時～9時 北浜1.2.3丁目エリア 参加15名
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水辺の新たな風物詩

⑥川床開き 川床安全祈願 水辺の安全

（H30年度） 2019.3.29 少彦名神社
（H31年度） 2020.3.27 坐摩神社

2019

2020
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水辺の新たな風物詩

⑦加盟店舗による連携イベント
北浜水辺めぐり～KITAHAMA RIVERSIDE FLOW～

2019 3/29～4/12

18



水辺の新たな風物詩

⑦加盟店舗による連携イベント
北浜水辺めぐり ～バレンタインイルミネーション～
2020.2.14

～3.14
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10周年を迎えサイトを再構成（2018）
・北浜テラス（新設）
エンドユーザー向けに「ショップガイド」サイトを独立。
メイン利用はスマホを想定。各店舗が自店舗情報
を更新できる参加型に

・北浜水辺協議会（既存）
まちづくりや組織紹介的役割

・オフィシャルインスタグラムサイト新設

プロモーション

⑧オウンドメディア（WEBサイト、チラシ）

北浜テラスSHOP GUIDE
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プロモーション

⑨プロモーション

近畿日本ツーリスト

首都圏エリア学生向け
パンフレット掲載
首都圏で25,000部配布
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パブリシティ

テレビ、雑誌、新聞などへの掲載

サイト掲載
女性向け旅WEB.「旅色」に出稿

店舗としてMOUNTが初の
NHKラジオ生出演
2018年4月2日

H30（2018）年度
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パブリシティ

テレビ、雑誌、新聞などへの掲載

サイト掲載
国土交通省官民連携まちづくりポータルサイト

書籍掲載
インフラ・イノベーションで掲載

H30（2018）年度

・大阪メトロTVＣＭとポスター 本田翼さん出演「淀屋橋 トモダチと中之島」篇
2019年1月14日～ 撮影協力 ＆ＩＳＬＡＮＤ 日本文化会館 北浜水辺協議会 大阪府
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水都パートナーズ 他イベント、他団体 との連携

⑩他団体への参加

・船場倶楽部

（会長は協議会の大橋会長。協議会の
出﨑理事長が理事として参加）
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主な会議開催・業務実績

①総会
通常総会

2018.5.23 ＠北浜フォーラム
2019.5.30 ＠北浜フォーラム
2020年コロナのためメールで議決

②理事会
（H30年度）

2018.4.19

2018.5.16

2018.6.20

2018.7.18

2018.8.6

2018.9.19

2018.10.17

2018.11.21

2018.12.19

2019.1.16

2019.2.20

2019.3.20

＠北浜フォーラム

理事会
（H31＆R1年度）

2019.4.17

2019.5.22

2019.6.17

2019.7.17

2019.8.21

2019.9.18

2019.10.16

2019.11.20

2019.12.18

2020.1.22

2020.2.20

2020.3.18

＠北浜フォーラム

理事会
（R2年度）
2020.4.15

2020.5.20

2020.6.17

2020.7.15

2020.8.19

2020.9.16

2020.10.21

2020.11.18

2020.12.16

2021.1.20

＠メール
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主な会議開催・業務実績

③各班ミーティング
1,2班 3,4班 5班に分かれ月1回~適宜開催

H30（2018）年度
【5班】事務係清水綜合事務所後任面談
3/7、3/16

⇒シュール・ムジュールデサキ

R1（2019）年度
417 来年からの川床開きお神事変更（継続

的に協議つづけ坐摩さんへ）・・・理事会
8/1 オプティマスカフェ OPENレセプション
7/25 天神祭献酒 懇親会
10/16 理事会にて大阪ハンブルク姉妹都市

30周年事業案内(奥村さん)(協議会より
山根参加)

10/16 キタハマミズム舟寄場運営について
協議（毎月）覚書、使用料、登録料、年会
費、業務委託費、委託先候補、反社の判
別など

11月 中之島クリーンアップ作戦 （関さんが
北浜のビブス着て参加）

【1・2班】
6/7 テラス接続階段業者打合せ
6/17 階段の設計について断続的にメール打

合せ 各許可申請

ボーングランデ川床上の樹木切ってもら
う
イベント開催時期を冬期に

キタハマミズムにて「女性に対する暴力
をなくす運動」初日パープルライトアップ
年間いくつかライトアップ組み込み

7/2 松岡ビル、及び大井画廊の会長との面
談

7/4 日本文化会館社長及びＳさんと面談・協
議

同社の川床に北浜水辺協議会の階段を
接続し他店の客も通行させてもらうことに
ついて

7/20 階段設置 (占用料発生)

8/21 キタハマミズム階段舟寄場の施設賠償
保険加入へ（締結は11/5）
新しいイベントについて(店舗負担少なく
統一感ある)2月にリバーサイドネオンナ
イトに
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主な会議開催・業務実績

③各班ミーティング

9/18 舟寄場改造後、暴走船による波被害に
ついて（後に西治水で対処へ）

10/30発生(11月～)の係船場の流水占用料開
始を延期へ

10/28 大阪府へ報告協議 協議会内と水上
安全協会との協議が終わった旨

係船場の運用については不法係留が
課題

11/21 西治水より北浜2丁目対岸の護岸工
事説明

1/22 キタハマミズム舟寄場整備準備 予算
承認

協議会と管理会社の役割分担 運用
ルール 運用計画承認

舟寄場運営を山根エンタープライズに委
託へ(当初無償)

1/20 舟寄場管理ミーティング 現地視察
2/20 舟運運営時の協議会収支予想
3/18 キタハマミズム舟寄場整備 川床開に

ついて

【5班】
4/17 事務委託先(事務係)を清水さん退任に
つき税理士高田さんと司法書士山尾さん共
同に委託
5月 会員名簿の整理
11/20 会員メーリングリストをfreeml(GMO)
サービス終了につきgmailに乗換12/2開始
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主な会議開催・業務実績

④川床新設説明・打合せ

H30（2018）年度
6/8 9：00～ ハウザービル（㈱堂島麦酒醸

造所・㈱正起屋）
9/21 13：30～ 石原ビル（（株）infix・Le 

Bleu）

R1（2019）年度
■昭和興産ビル 『IL Suono di Emilia』
7/17 テント色協議
12/18 テラスでクラシック演奏 ミスマッチや

音量について隣接店舗と調整
■ビルマビル『Fruit』⇒『Blue』
8/21 『Fruit』テラス上倉庫撤去
3/18 『Blue』覚書締結メール面談

R2（2020）年度
12/8 OPTIMUS cafe 川床増築

＠メール理事会承認
12/15 大阪市景観事前協議申請
12/18 占用許可申請
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主な会議開催・業務実績

⑤大阪府などとの打合せ
北浜ミズム設置 ・舟寄場運営打合せ

H30（2018）年度
4/23 13：20～ 水上安全協会＠はちけんや
4/25 15：00～ 府＠インフィクス
5/17 15：00～ 府＠シュール・ムジュールデ
サキ
6/1 9：00～ 府と＠西大阪治水事務所
6/15 20：00～ 府とライトアップ試験点灯＠
北浜テラス対岸
6/27 15：00～ 北浜ミズム打合せ＠インフィ
クス
7/9～11 20：00～ 府とライトアップ再試験点
灯＠北浜テラス対岸
8/2 10：00～ 府＠キタリシテ
8/9 11：00～ 府＠インフィクス
9/13 10：00～ 府と水上安全協会・水上バス
＠はちけんや
3/14 9：30～ 水上安全協会＠はちけんや

R1（2019）年度
キタハマミズムの運営についての協議・調整
6/7 ＠infixボートハウス
7/4 ＠シュールムジュールデサキ忠治郎ビル
10/8 ＠シュールムジュールデサキ忠治郎ビル
11/21 ＠シュールムジュールデサキ忠治郎ビル
1/31 ＠infix

⑥北浜の水辺整備を検討する会
《メーリングリストによる進捗報告 等》

H30（2018）年度
6/15 7/9
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視察対応

視察対応・講演

■堺市まちづくり関係者 2018.7.27

■甲南大学（山根講演） 2019.6.11

■いちょうカレッジ（山根講演） 2019.9.28

■近畿大学工学部建築学科 2019.9.30

市川尚紀教授
■太陽工業株式会社 2020.10.10

■仙台市議会 2020.11.12

■比治山大学現代文化学部 2020.11.25

■エフエムちゅうおう取材 2020.3.27

■大阪日日新聞取材 2020.3.27

■東京都特別区議会議長会 2020.2.1

■はびきの市民大学 （山根講演） 2020.2.8

■NHKラジオ 現地から生放送 2020.3.30
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北浜テラス利用者数 H２９年度～Ｒ１年度

年間（R1）
16.4万人の
利用！

R1 16.4万人
H30 20.2万人
H29 20.6万人
H28 15.3万人
H27 12.3万人
H26 8.2万人
H25 5.7万人
H24 3.1万人
H23 1.9万人
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北浜テラス利用者数の推移（テラス部分のみ）
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北浜テラス利用者数 Ｒ２年度（上半期速報値）

半年間（R2.4～10月）
7.9万人の利用
COVID-19の影響を受ける、緊急事態宣言下での休業や時短営業の対応
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R2

4～10月

79,767
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平成３０～令和２年度の活動総括

・平成30～令和２年度は川床の増加はなし（計14店舗15川床+

1川床新設工事中+1川床増築決定）。新設より入れ替わりによる新陳代謝の
ステージに入ってきた。直近は全体として利用者が減少している。入替期間
は稼働せず、その影響で利用者が減少。

・解体保証金の算出ルール改訂・増額が決定し、差額徴収完了していたこと
が大きなトラブル防止に効果を上げた。

・「キタハマミズム」の工事完了、イルミネーションスタート。
水上安全協会と運用ルールがほぼ合意された。

・「キタハマミズム」舟寄場の管理体制づくり、協議、委託完了。
協議会として①船寄場②係留場へアクセスする階段を設計。
①は制作・設置完了、②は設計・占用協議終了。工事調整中。
川開きに合わせて運営社会実験を予定するも、新型コロナウイルスの影響
で延期。今後試行検討。

・令和２年２月店舗主催で冬季イベントなど、協議会内役割分担が定着。
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